
 

船舶インシデント調査報告書 

平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 平成２９年１１月２６日 １７時０６分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市須磨
す ま

海水浴場南方沖 

 神戸須磨西防波堤灯台から真方位１８３°７２５ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３８.０′ 東経１３５°０７.９′） 

インシデントの概要  プレジャーボートケロロ丸は、東進中、のり養殖施設に進入して絡

索し、運航が阻害された。 

インシデント調査の経過 平成２９年１２月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ケロロ丸、３.８トン 

 ２５０－５３２２０兵庫、株式会社ホワイト急便西宮 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

日没時刻：１６時５０分ごろ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、右舷方から風波

を受ける状況下、阪神港尼崎西宮芦屋区の係留地に向けて須磨海水浴

場南方沖を約１２ノットの対地速力で手動操舵により東進していた。 

 船長は、ＧＰＳプロッターの航跡線が須磨海水浴場南方沖に設置さ

れたのり
．．

養殖施設の方に向かっていたので、機関を停止して外に出た

ところ、波間に見えた同施設の標識灯付近から本船が同施設に進入

し、行きあしが止まったことを認めた。 

 船長は、のり養殖施設の索が本船のプロペラに絡んでおり、運航不

能になったものと思い、１１８番通報したものの、ドライブユニット

を海面上に上げると同時に索がプロペラから外れたので、同施設を離

れた後、係留地に帰航した。 

 船長は、のり養殖施設の存在を知っていたものの、周囲が暗く、手

動操舵に意識を向けていたので、同施設に接近していたことに気付く

のが遅れたと帰航後に思った。 

分析 

 

 本船は、右舷方から風波を受ける状況下、須磨海水浴場南方沖を東

進中、船長が、手動操舵に意識を向け、周囲の見張りを適切に行って

いなかったことから、のり養殖施設に接近していることに気付くのが

遅れ、同施設に進入して絡索し、運航が阻害されたものと考えられ

る。 



 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、右舷方から風波を受ける状況

下、須磨海水浴場南方沖を東進中、船長が、手動操舵に意識を向け、

周囲の見張りを適切に行っていなかったため、のり養殖施設に接近し

ていることに気付くのが遅れ、同施設に進入して絡索したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・のり養殖施設等航行の支障となる障害物が存在する海域を航行す

る際には、風及び波の状況を把握し、船位の確認を行うととも

に、常時適切な見張りを行うこと。 

 


